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号
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六
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六
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平
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十
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年
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
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安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
民
間
人
学
者
の
モ
ス
ク
ワ
立
ち
寄
り
経
費
の
外
務
省
関
連
国
際
機
関
に
よ
る
負
担
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
民
間
人
学
者
の
モ
ス
ク
ワ
立
ち
寄
り
経
費
の
外
務
省
関
連
国
際
機
関
に
よ
る
負
担
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
等
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
の
一
環
と
し
て
、
同
省
の
大
臣
官
房
人
事

課
及
び
欧
州
局
ロ
シ
ア
支
援
室
の
事
務
官
が
御
指
摘
の
公
判
を
傍
聴
し
た
。

三
に
つ
い
て

情
報
と
は
、
一
般
に
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
内
容
若
し
く
は
知
識
又
は
知
ら
せ
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、

情
報
提
供
者
と
は
、
一
般
に
、
情
報
を
与
え
る
者
又
は
も
た
ら
す
者
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
事
実
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

八
に
つ
い
て

外
務
省
で
は
、
公
務
に
必
要
な
場
合
、
所
要
の
経
費
を
支
出
す
る
。

九
に
つ
い
て

一



二
千
六
年
四
月
以
降
、
外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
教
授
か
ら
、
三
に
つ
い
て
で
い
う
と
こ
ろ
の
情
報
の
提
供
を
受
け
た

こ
と
は
あ
る
。

二


